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 地方自治法第199条第２項の規定により行政監査を実施したので，同条第９項の規

定によりその結果を公表する。 
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                   同                福 田   健 

 

 

行政監査の結果に関する報告及び意見の提出について 

 

 地方自治法第199条第２項の規定により行政監査を実施したので，同条第９項の

規定によりその結果に関する報告を提出する。 
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第１ 監査のテーマ 

「身近な公園個性化事業」について 

 

第２ 監査の目的 

公園は，健康で文化的な都市環境を形成するうえで不可欠な都市空間として，

活力ある長寿，福祉社会の形成，都市のうるおい創出に資するとともに，自然

とのふれあい，コミュニティの形成，広域レクリエーション活動等多様なニー

ズに対応する，市民生活に密着した施設である。 

 さらに，災害時には避難地，避難路，火災の延焼の防止地帯，ボランティア

等の救援活動拠点，復旧，復興の拠点等の機能を発揮するなど，安全でゆとり

のある生活に不可欠な施設でもあり，今後，その役割はますます重要になって

いくものと思われる。 

 このような状況を踏まえ，今回については，政策推進プランの政策目標９「博

多湾や背振山系などの自然を大切にし，緑彩る都市となる」の施策事業体系（２）

「緑化の推進と都市公園，公共緑地の整備」及び（３）「市民との共働による

自然とふれあう水と緑のまちづくり」において重点事業として掲げられている

「身近な公園個性化事業」，をテーマとし，当該事業が経済的，効率的に実施

されているか，所期の目的を達しているかといった観点から監査を実施する。

また，「身近な公園」の管理についても，併せて監査を行う。 

 

第３ 監査対象事業（所管局等） 

監査対象事業 所管局等 

身近な公園個性化事業 

 

 

都市整備局公園緑地部公園計画課 

     〃     公園建設課 

     〃     公園管理課※ 

各区地域整備部維持管理課※ 

※都市整備局公園緑地部公園管理課及び各区地域整備部維持管理課について 

      は公園の維持管理を所管している。 

 

第４ 監査対象期間及び方法 

１ 監査の期間  平成18年７月から平成19年３月まで 

２ 監査の方法 書類審査，実地調査(施設の現地調査及び口頭による質問調査) 

 

第５ 監査の主な着眼点 

監査に当たっては，次の着眼点に基づいて監査を行った。 

１ 事業は，社会情勢等の変化に的確に対応したものとなっているか。 

  ２ 事業は経済的，効率的に実施されているか。 

  ３ 事業は所期の目的のとおり効果をあげているか。 

 ４ 事業は，対象者が満足できるものとなっているか。 
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 ５ 事業について市民への周知は十分図られているか。 

 

第６  監査対象事業の「政策推進プラン」及び「福岡市緑の基本計画」における位

置づけ 

１ 政策推進プランにおける位置づけ 

福岡市では，長期的な視点に立って施策を推進するとともに，行政の発想や

手法を抜本的に見直しながら限られた資源の再配分と有効活用を図り，市民，

民間の力を引き出し共働する市役所を目指し，平成16年６月に「市政経営戦略

プラン」を策定した。この「市政経営戦略プラン」は「政策推進プラン」「財

政健全化プラン」「行政経営改革プラン」の３つのプランから成っている。 

 そのうち「政策推進プラン」は，福岡市新・基本計画の実現に向けた実施計

画として，2004年度から 2007年度までの４年間の政策推進の基本的な考え方

と，これに基づき取り組む具体的な施策，事業を示すものであって，「自治都

市」，「元気都市」という２つの都市像の実現に向けて「５つの取り組みの視

点」を定め，これに照らしながら具体的な施策，事業を構築し，推進していこ

うとするものである。特に重要な施策，事業については「重点事業」として厳

選し，限りある資源を効果的，効率的に活用していくこととしている。 

 今回の行政監査については，この重点事業の１つを監査のテーマとして実施

したものであるが，当該事業の政策推進プランにおける位置づけ等については

以下のとおりである。 

 

○ 施策事業体系（政策推進プラン抜粋） 

  施策事業体系 

政策目標９:「博多湾や背振山系などの自然を大切にし，緑彩る都市となる」 

        

 (２)　緑化の推進と都市公園・公共緑地の整備
●都市公園などの整備

総合公園整備事業

室見川シンボライズ事業（ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽ整備事業）

ため池むすびまちづくり事業
歩きたくなるまちづくり事業

那珂川ふるさとの川整備事業

●南部グリーンモール計画（仮称）の推進

公園整備事業

 〔ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ中央，青葉，小戸，舞鶴，西南杜の湖畔〕

動物園再生構想

自然共生型ため池整備事業

運動公園整備事業

身近な公園個性化事業

住区基幹公園整備事業

●緑化の推進

緑化推進事業(屋上緑化，公共施設の緑化）

全国都市緑化ふくおかフェア
治水池環境整備事業
ヒートアイランド対策
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 (3)　市民との共働による自然とふれあう水と緑のまちづくり

松くい虫対策事業（市民との共働による松林の保全・再生）

潤いとときめきのある花と緑のまちづくり推進事業

立花山・三日月山ふれあいの森づくり事業

ホタルの飛び交う那珂川親水事業

身近な公園個性化事業

室見川シンボライズ事業（室見川ふれあい事業，室見川水系一斉清掃）

西区環境プログラムの策定と推進

はかたの川みんなの川交流事業

緑体験充実事業（はかたグリーンツーリズム）

油山の魅力発信・ハチクマウォッチング

多々良川ゆめプラン

●自然環境保全市民活動の支援

●市民参画による緑化事業や公園づくりの充実

 

 

  ○ 重点事業の概要（政策推進プラン抜粋） 

事 業 概 要 計画目標 

 市民の身近なスポーツ，レクリエーションの場，地域

コミュニティの形成の場であり，災害時の一時避難地と

しての機能を持つ身近な公園について，老朽化した公園

の再整備も含め，ワークショップ手法等による市民参加

の公園づくりを推進します。 

継続実施 

 

 

     

  ○ 成果指標（政策推進プラン抜粋） 

この政策目標９の成果指標（共働してめざす目標値）としては，次の４つ

があげられている。この中では④が身近な公園個性化事業の成果指標として

とらえられる。 

指 標 項 目 
新・基本計

画の現状値 
中間目標値 

新・基本計

画の目標値 

①自然環境への評価 

（自然環境が保全され，向上していると感じる

 市民の割合） 

48.1％ 

(2002年) 

55％ 

(2007年) 

70％ 

(2015年) 

②河川支流及び水路などの細流に

 おけるメダカ確認地点数 

34/286 

(2000年) 

45/286 

(2005年) 

68/286 

(2015年) 

③身近な緑への満足度 

（身近な地域において緑が豊になっていると

 感じる市民の割合） 

29.7％ 

(2002年) 

40％ 

(2007年) 

50％ 

(2015年) 
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④地域の公園の親しみ度 

（地域の公園に親しみを感じる市民の割合） 

48.8％ 

(2002年) 

55％ 

(2007年) 

70％ 

(2015年) 

 

 ２ 「福岡市緑の基本計画」における位置づけ 

「緑の基本計画」とは，都市緑地保全法第２条の２に規定された「市町村の

緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」のことであり，都市公園の整備

や緑地保全地区の指定など都市計画法に基づく諸制度の活用のみならず，道路，

河川，港湾，学校等の公共公益施設の緑化，市民や企業などの民有地における

緑地の保全や緑化，さらに緑化意識の普及啓発などソフト面の施策も含めた，

都市の「緑」全般に関する幅広い総合計画となっている。 

平成11年２月に策定された「福岡市緑の基本計画」においては，福岡市の緑

の将来像を実現していくため６つの「基本方針」と，これに基づく12の「施策

の基本方向」が設定されるとともに，「施策の基本方向」を構成する一つひと

つの施策について，それぞれの具体的な施策概要や数値目標が説明されており，

この「身近な公園個性化事業」に関するものとして以下のような内容が掲げら

れている(以下「福岡市緑の基本計画」より抜粋)。 

 

第１部 総論 

第３章 計画の基本方針  

 基本方針６  市民と協力して緑のまちづくりを進めます 

 

平成９年度に行われた緑の市民意識調査において，緑化活動に参加した

ことのある市民が７割を越え，今後活動したい市民においては８割を超え

るなど，緑づくりへの参加意欲が高まってきています。また，誰もが豊か

さを実感できるまちづくりを進めていくためには，緑づくりにおいても多

様化，高度化する市民ニーズ，地域ニーズに対応していく必要があり，こ

れまでにも増して市民と行政のコミュニケーションが求められます。一

方，花や緑は，子供から高齢者まで誰もが一緒になって取り組むことので

きる格好の媒体です。 

 花や緑を通しての世代交流，地域交流の活発化を進めるためにも，私た

ち市民一人ひとりが緑への愛着を高めていくとともに，市民と企業と行政

の三者が協働した緑のまちづくりを進めていきます。 

   

第４章 施策の基本方向 

 基本方向 11  緑とまちを愛する心づくり 

    緑への愛着を育む  

      ②公園づくりへの市民参加 



- 7 - 

  ワークショップは，市民がまちづくりに参加する手法です。自分たち

が考えた公園ができることによって公園への愛着が増し，利用促進やマ

ナーの向上，公園管理への市民参加も期待されることから，公園づくり

においてワークショップの手法を積極的に導入します。 

     また，ワークショップによる公園づくりが困難な場合においても，で

きる限り地域のニーズを反映した公園づくりに努めます。 

 

第２部 計画推進のための施策 

第１章 施策の方針と目標 

  【１】緑地の保全と創出のための施策 

   (2)都市公園の整備   

    ●誰もが使いやすい公園づくりを目指し，ワークショップの手法等を用

いて，住民参加による住民主体の公園づくりを積極的に進めます。 

    ●既設公園においても，公園の拡張や市民ニーズに応じた再整備を進め

ます。     

    

■都市公園の確保目標

面  積 水　準 面  積 水　準
（ha） (㎡/人) （ha） (㎡/人)

278.0 2.2 454.8 3.1
幼児公園 18.0 0.1 24.2 0.2
街区公園 131.0 1.0 163.3 1.1
近隣公園 92.2 0.7 178.2 1.2
地区公園 36.8 0.3 89.1 0.6

272.8 2.1 425.4 2.9
総合公園 199.0 1.6 317.4 2.2
運動公園 73.8 0.6 108.0 0.7

特殊公園 152.7 1.2 249.4 1.7
風致公園 81.1 0.6 161.4 1.1
墓園 54.1 0.4 58.7 0.4
歴史・動植物公園 17.5 0.1 29.3 0.2

256.0 2.0 467.1 3.2
959.5 7.5 1,596.7 10.9
60.4 0.5 134.4 0.9
16.5 0.1 29.3 0.2

1,036.4 8.1 1,760.4 12.0

※平成８年度現況は公園緑地調書によります。

人　口(人) 1,280,251 1,467,000

小　計
都市緑地
緑道

合　計

平成22年目標
（2010年）

住区基幹公園

都市基幹公園

区　　　分

平成８年現在
（1996年）

大規模公園

 

 

第７  事業の概要 

 １ 身近な公園個性化事業の目的 

地域住民に最も身近な住区基幹公園を，住民参加のプランづくり等を行うこ

とにより，より愛着を持って親しまれる公園とすることを目的としている。 

 なお，都市公園法に基づく本市における都市公園の種類は以下のようになっ
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ている。 

 

都市公園法に基づく都市公園の本市における種類 

種 類 種 別 内   容 

幼児公園 

 

街区公園の一種であり，主として街区内に居住する者の利用に供

することを目的とする0.1ha未満の公園。 

街区公園 

 

主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする

0.1ha以上の公園。 

近隣公園 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする

1.0haを標準とした公園。 

住区基幹 

 公 園 

 

 

地区公園 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的と

する公園。 

総合公園 市民全般の休息，観賞，散歩，遊戯，運動等総合的な利用に供す

ることを目的とする公園。 

 

 

 

基 

幹 

公 

園 

 

 
都市基幹 

公 園 

運動公園 市民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園。 

風致公園 

 

主として風致を亨受することを目的とする公園で樹林地，水辺地

等に自然条件に応じ適切に配置する。 

動植物公園 

 

動物園，植物園等特殊な利用に供される公園で都市規模に応じて

適切に配置する。 

歴史公園 

 

史跡，名勝，天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目

的とする公園で文化財の立地に応じ適宜配置する。 

特殊公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

霊  園 

 

 

その面積2／3以上を園地等とする景観の良好なかつ屋外レクリ

エーションの場として利用に供される墓地を含んだ公園で，都市

の実情に応じ配置する。 

大規模公園 広域公園 主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需

要を充足することを目的とする公園で，地方生活圏等広域的なブ

ロック内の用意に利用可能な場所にブロック単位ごとに１か所

当たり面積50ha以上を標準として配置する。 

都 市 緑 地 

 

主として都市の自然的環境の保全ならびに改善，都市景観の向上

を図るために設けられる緑地。 

緑     道 災害時における避難路の確保，市街地における都市生活の安全性

及び快適性の確保等を図ることを目的として，近隣住区又は近隣

住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は

自転車路を主体とする緑地で公園，学校，ショッピングセンター，

駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。 
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 ２ 事業開始年度 

身近な公園個性化事業（以下「本件事業」という。）は，平成16年度から重

点事業に位置づけられ，事業が開始されている。 

 

 ３ 監査対象公園及び整備実績 

本件事業は，平成16年度から重点事業として実施されているが，それ以前か

らワークショップを取り入れた公園プランづくりは行われていた。ワークショ

ップは，より市民に愛着を持って親しまれる公園を整備するための住民参加の

プランづくりの手段として非常に有効であると考えられており，本件事業にお

いても住民参加のプランづくりの主要な手段として取り入れられている。 

今回は，本件事業で整備された公園（以下「本件事業対象公園」という。）

との比較対照のため，本件事業開始以前にワークショップの手法を取り入れた

公園プランづくりにより整備された公園についても監査対象とする。 

 

【参考】 

ワークショップとは，本来作業場や工房を意味する語であるが，今日では

「体験型の講座」を指すことが多い。体験型の講座の意味でのワークショッ

プは，問題解決やトレーニングの手法であり，近年は企業の研修や住民参加

型まちづくりにおける合意形成の手法としてよく用いられている。 

一般的には，ワークショップは，ファシリテーターと呼ばれる司会進行役

が参加者が自発的に作業をする環境を整え，参加者全員が体験するものとし

て運営される。 

ワークショップの効果として，参加者同士の体験共有，意見表出，創造表

現，意見集約その他のコミュニケーションを深めることが期待されており、

まちづくりにおいては住民間の合意形成のスタイルとしても注目されてい

る。 

○公園づくりに係るワークショップの一般的な事例 

①ワークショップ参加者を募集する  

②参加者同士で自己紹介をし、相互のコミュニケーションを図る  

③現地（公園予定地）を見学する  

④他の地域の公園を見学する  

⑤どのような公園がよいか話合う  

⑥造園の専門家や市の意見などを聞く  

⑦案をまとめ（図面，模型，CGなど），発表する                

 

監査対象である，本件事業対象公園及び本件事業が開始される以前にワーク

ショップの手法を用いて公園プランを作成し整備された公園（以下「監査対象

公園」という。）は，以下のとおりである。 
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＜監査対象公園＞ 

(1) 本件事業対象公園 

共用開始
（予定）

（㎡） 年月
三宅西　 街区公園 1,397 南区三宅 H13 H17.4 有 新規
一本木 街区公園 2,872 中央区大宮 H13 H17.4 有 再
三筑　 街区公園 1,500 博多区三筑 H14 H17.4 有 新規
弥永東 街区公園 3,300 南区弥永団地 H16 H18.4 有 新規
馬出御所ノ内 街区公園 2,500 東区馬出 H16 H18.4 無 新規
愛宕南１号 幼児公園 440 西区愛宕南 H16 H18.4 無 新規
小笹北　 街区公園 3,602 中央区小笹 H15 H20.4 有 再
三苫浜中央 近隣公園 23,000 東区三苫 H16 H21.4 無 新規
鶴田北 街区公園 1,500 南区鶴田 H17 H19.4 無 新規
筥松南 街区公園 3,000 東区筥松 H17 H20. 無 新規
牟田原中 街区公園 1,851 南区井尻 H17 H19.4 無 再
老司緑地 都市緑地 7,000 南区野多目，老司 H17 H20.4 無 新規
那珂中央 街区公園 15,000 博多区竹下，那珂 H17 H21.4 無 新規
生松台中央 地区公園 24,867 西区生松台 H18 H22.4 有 新規
昭代南 街区公園 1,415 早良区昭代 H18 H20.4 無 新規
大池東 街区公園 987 南区大池 H18 H19.4 無 新規
中尾北 街区公園 1,500 南区中尾 H18 無 新規
城浜 近隣公園 14,400 東区城浜団地 H18 H20.4 無 再
桧原桜 街区公園 1,630 南区桧原 H18 無 新規
田村中央 近隣公園 11,000 早良区田村 H18 H22.4 無 新規

公園名
面積 公園愛護

会の有無
公園の種類 地区名

事業
開始
年度

新規・再
整備の

別

 
注：供用開始が平成19年５月以降のものについては予定 

 

(2) 本件事業開始以前にワークショップの手法を用いて公園整備を行った公

園 

（㎡）
長丘中 近隣公園 15,932 南区長丘 H9 H16.4 有 再
上牟田 街区公園 6,505 博多区上牟田 H9 H13.4 有 再
井相田 街区公園 2,051 博多区井相田 H11 H14.4 有 再
友丘西 街区公園 2,138 城南区友丘 H11 H14.4 有 再
田隈 街区公園 1,609 早良区田隈 H11 H14.4 有 再
曙 街区公園 990 早良区曙 H11 H14.4 有 再
音羽 街区公園 5,338 博多区博多駅南 H11 H16.4 有 再
住吉 街区公園 5,102 博多区住吉 H13 H16.4 有 再
永楽 街区公園 2,122 南区那の川 H12 H15.4 有 再
姪浜明治通り　 街区公園 1,098 西区姪の浜 H13 H15.4 有 新規

共用開始
年月

公園愛護
会の有無

新規・再
整備の

別
公園名 公園の種類 地区名

事業
開始
年度

面積
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 ４ 本件事業の流れ 

公園整備完了

公園愛護会の結成

ワークショップ開催(概ね４回）

整備工事維持管理再整備

地元自治会等との協議対象公園の選定

地元自治会等との協議
（公園プランについて）

（公園プラン作成方法について）

 
  (1) 対象公園の選定 

 整備又は再整備の計画がある住区基幹公園のうち，住民参加の公園づくり

が可能な箇所（近隣住民の公園の整備，再整備に対する要望が具体的，かつ

熱意があり，地域住民が主体となって公園のあり方を考えられると期待され

る箇所）について，本件事業により整備を行う。 

  (2) 地元自治会等と協議（公園プラン作成方法について） 

 本件事業対象公園となった公園のプランを作成するに当たり，住民の意見

を反映させるにはどのような方法がよいか地元自治会等と協議を行うが，各

地域の特性により，一般募集した地域住民によるワークショップの方法と，

地元自治会や既存のまちづくり組織等を地域代表として協議を行う方法に大

別される。 

  (3) 住民意見の反映，公園プラン作成 

    以下のア又はイの方法で行われる。 

   ア ワークショップ開催 

 (2)で公園プランに地元住民の意見を反映させる方法として，ワークシ

ョップが選ばれたときに実施される。参加者募集方法についても，地元自

治会等との協議で決定され，回覧や地域の掲示板への掲示等，その地区の

状況に応じた募集方法で行われる。また，ワークショップの途中経過や結

果についても，同様の方法で地域住民に周知されている。 

 ワークショップの開催が決定されると，「ワークショップ運営業務委

託」，あるいは，ワークショップ運営業務を含む「実施設計等業務委託」

として下記の業務が業者に委託されている。 

＜委託業務の内容＞ 

・ 全体計画（ファシリテーターの選定含む） 

・ ワークショップ開催準備・ワークショップ開催ニュースの発行 

・ ワークショップの記録の作成 

 ワークショップは概ね４回開催され，全体構成は以下のような目安で実

施される。参加者は小学生から高齢者まで多岐に渡っている。 

 ＜ワークショップの内容＞ 
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  ・ 公園のあり方について考え，現状を知る。（第１回目） 

  ・ 将来像を考える。           （第１～２回目） 

  ・ 前回のワークショップを基にした公園 

    プランのたたき台を提示し，具体像を 

    まとめる。              （第２～３回目） 

  ・ 最終案の確認             （第３～４回目） 

  ・ 整備後の公園の使い方を考える。    （第３～４回目） 

   イ 地元自治会等との協議（公園プランについて） 

 (2)で地元自治会等の地域代表を通して地元意見を公園作成に反映させ

ることとなったときに行う。地元自治会等の意見を受けて市が公園プラン

のたたき台を作成し，それを地元自治会等が協議して市に公園プランに対

する意見を再度提案する，ということが何度か行われる。 

  (4) 整備工事 

 (3)により作成された公園プラン（完成図）に基づき，基本計画図や基本計

画説明書の作成，実施設計等が行われ，これにより公園整備工事が実施され

る。 

  (5) 公園整備完了，公園愛護会の結成 

 公園の整備が終わり供用を開始する頃には公園愛護会が結成されることを

目指して，区役所から地元に公園愛護会結成の働きかけが行われる。 

 公園愛護会とは，公園が設置されている地域の自治会，町内会，子ども会

等の団体構成員により結成されている，公園の除草，清掃等の維持管理活動

を自発的に行う公園愛護団体である。公園愛護会に対しては，活動面積によ

り年間28,000円から36,000円の範囲で報償金が本市から交付されている。 

 なお，公園整備の完了後，市民への供用が開始される前に，公園の所管は

市長から区長に移され，区長の権限で管理を行うことになる。 

  (6) 維持管理 

 公園愛護会が軽微な維持管理を行い，施設の補修点検や大がかりな除草，

樹木の剪定，消毒等の維持管理については市が委託により行っている。 

 公園愛護会の主な活動内容は以下のとおりである。 

  ・ 除草，清掃（月１回以上） 

  ・ 公園施設の日常点検（月１回以上） 

  ・ 公園花壇の手入れ，灌水等 

  ・ 公園利用者に対する利用上の注意，指導の実施 

  (7) 再整備 

 公園は一般的に，整備後30年から40年を経過すると，施設の老朽化や樹

木の生長など物理的な要因に加えて，住民ニーズの多様化等の社会的な要因

によっても再整備の必要が生じてくる。平成16年４月現在，整備後30年以

上を経過（昭和49年以前に整備）した公園は，322箇所，200㌶となってい

る。 
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５ 決算額の状況 

本件事業における歳出決算額及び平成18年度歳出予算額については，以下の

とおりである。 

平成17年度歳出決算額及び平成18年度歳出予算額が前年度決算額と比較し

て大きく増加しているのは，福岡市土地開発公社に先行取得を依頼した土地の

買い取りのための用地費の増によるものである。 

 

○本件事業の歳出決算額の推移及び平成１８年度歳出予算 

単位：円
区　　　分 １６年度決算 １７年度決算 １８年度予算

用地費（補助） 384,000,000 381,000,000 1,349,200,000
工事費（補助） - 50,000,000 140,000,000
用地費（単独） - 397,627,347 460,800,000
工事費（単独） 45,225,600 75,769,050 107,200,000
委　　託　　料 15,139,131 13,156,500 49,500,000

計 444,364,731 917,552,897 2,106,700,000

 
注１:本件事業が重点事業として位置づけられたのは平成16年度からであり，平成16

年度以降の決算状況等を記載している。また，整備に係る用地の購入費，工事費，

委託料のみを計上しており，人件費や消耗品等の事務経費は含まれていない。 

注２：表中「補助」及び「単独」とあるのは，次の内容を意味する。 

補助：国の補助金の対象となった公園整備に係る事業費 

単独：市の予算のみで行われる公園整備に係る事業費 

 

 【参考】関連歳入 

  

単位：円
区　　　分 １６年度決算 １７年度決算 １８年度予算

国　　　　　　　費 128,000,000 152,000,000 519,700,000
市　　　　　　　債 274,000,000 567,000,000 1,577,700,000
寄　　　付　　　金 2,500,000 - -

都市開発基金繰入金 - 23,898,000 -
雇 用 保 険 料 7,650 8,000 -
収入証紙収入 - 300 -

計 404,507,650 742,906,300 2,097,400,000 

 

第８  監査結果 

   本件事業は，公園の整備において，ワークショップなどの手法を用い，より

多くの地域住民の声を反映した公園を整備しようとするものである。公園の整

備に地域住民全ての声を取り入れることは困難であるが，公園に関心を持つ地

域住民がワークショップに参加し，公園づくりに関わる機会があるということ

は，市民が公園への愛着や地域への関心を高めることの一助になっていると考

えられ，また，様々な意見を持っている地域住民の合意形成の場になり，コミ
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ュニティ活動の推進にも資するものと思われる。 

１ 供用開始の告示について 

 (1) 把握した事実 

   都市公園法第２条の２において，「都市公園は，･･･その管理をすること

となる者が，当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他

政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。」とされ，

公告する事項として都市公園法施行令第９条に「･･･都市公園の名称及び位置

並びに供用開始の期日とする。」とされている。 

また，福岡市公園条例第３条第１項においては「公園を設置し，その名称，

位置若しくは区域を変更し，又は廃止するときは，市長は，当該公園の名称，

位置，区域（廃止する場合を除く。）その他必要と認める事項を公示しなけ

ればならない。」とされ，実際に公園の供用を開始する時には，名称，位置，

区域，面積及び供用開始の期日が福岡市公報に登載され告示されている。 

しかしながら，監査対象公園で新たに整備され既に供用開始された公園

は，全て公告等がなされていなかった。 

   公園の供用開始時では下表のような理由があったため，公告等を行ってい

なかったとのことであるが，平成18年12月の監査時において，馬出御所ノ

内公園を除く全ての公園が供用開始から１年以上経過しており，姪浜明治通

り公園については３年以上が経過していた。 

 

  ○公告等が行われていなかった公園 

公 園 設置年月日 公告等を行わなかった理由 

姪浜明治通り公園 平成15年3月 公告等に必要な書類に不備が

あったため 

三筑公園 平成16年3月31日 〃 

三宅西公園 平成16年3月31日 〃 

愛宕南１号公園 平成17年10月28日 区役所に引き継ぐ内容につい

て一部不明瞭な部分があった

ため 

弥永東公園 平成17年10月28日 公園出入口の水路と公園の兼

用工作物協定の締結が遅れた

ため 

馬出御所ノ内公園 平成18年3月22日 当該公園は区画整理事業によ

り設置された公園であり，換

地が終了していないため 

注 設置年月日は公園台帳の「設置年月日」欄の記載による。なお，姪浜明治通

り公園については，同欄の記載がなかったため，同台帳の「沿革の概要」欄に

記載されていた整備完了年月を記載している。 
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(2) 指摘 

供用開始しながら公告等を行っていない公園については，速やかに公示さ

れたい。 

また，今後，公園の供用開始に当たっての公告等については，関係法令等

に則り遅滞なく行われたい。 

 

（注）公示 … 広義には，公の機関が，指定，決定などの処分その他の事 

項を公式に広く一般に知らせる行為又はその形式をいう。 

告示 … 国又は公共団体の行政機関がある特定の事項を不特定多

数の人に知らせること，すなわち公示の一形式。 

   公告 … 国，地方公共団体などの公的機関が，特定の事項を広く利

害関係者や一般の者に知らせることをいう。 

                 ※自治用語辞典（自治大学校編）より抜粋 

 

２ 本件事業対象公園の用地の取得について  

(1) 把握した事実 

本市においては，本市からの依頼により，福岡市土地開発公社（以下「土

地公社」という。）が先行取得した公共用地の長期保有の解消のため，本市

の買取に係るルール及び公社に対する事業要求依頼の採択に係る基準（「福

岡市土地開発公社への先行取得依頼に係る買取ルール及び採択基準につい

て」(平成16年12月24日付財財第1035号財政局長通知。以下「通知」とい

う。）が定められており，これに基づき土地公社への先行取得依頼や用地の

買取りを行うこととされている。 

通知によれば，平成17年度以降の先行取得について，各事業局は，原則と

して土地公社が用地を取得した翌年から起算して３年以内に用地を買い取る

ものとしている。 

本件事業対象公園の用地についても土地公社に先行取得を依頼しているも

のがあり，平成14年度以降の先行所得の依頼状況及び買取り状況は下表のと

おりである。土地公社に先行取得を依頼した公園用地の多くが４年以上経過

しても本市に買い取られておらず，公園としての整備がなされていない状況

にあった。 

さらに，通知においては，「原則として，買取前の工事着手は認められな

い。」とされているが，老司緑地については，買取り前に既に公園の整備工

事に着手されていた。 
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○本件事業対象公園用地の福岡市土地開発公社への先行取得の依頼状況及

び同公社からの買取状況  

公園名

(土地公社取得面積)

老司緑地 254,721,590 円 299,403,650 円 9,100,000 円

(6,005.90㎡) 563,225,240 円

桧原桜 147,704,816 円

(1,260.28㎡) 147,704,816 円

昭代南 368,704,700 円

(1,415.44㎡) 368,704,700 円

鶴田北 平成14年度 38,823,658 円

(414.34㎡) 38,823,658 円

那珂中央 59,756,423 円 129,013,748 円

(787.54㎡) 188,770,171 円

大池東 92,392,560 円

(987.10㎡) 92,392,560 円

三苫浜中央 1,108,366,425 円

(23,334.03㎡) 1,108,366,425 円

田村中央 657,493,000 円

(8,558.71㎡) 657,493,000 円

3,165,480,570 円 353,301,671 円 668,514,774 円 2,143,664,125 円

※１　土地公社からの買取額は土地の取得元金のみを記載している（土地公社の事務費や利息等は含まない）。
※２　本市が土地公社に対して支払う事務費や利息などの合計金額。平成18年度までに買取が終わっていない
　　　公園については支払見込金額を記載している。

土地公社事務
費・利息等　※２

平成14～15年度

平成14～15年度

平成15年度

平成14年度

平成14年度

12,214,170

5,568,960

円

円

円

－

円

円

円

円

円

計
(42,763.34㎡) (3,280.90.㎡) (6,074.26㎡) (33,408.18㎡)

223,610,509 円

(23,334.03㎡)
71,153,770

44,507,000

51,364,363

10,622,154

26,483,047

2,362,039

(8,558.71㎡)

－

－

－

－
(987.10㎡)

－

－

－

－

　　　　　－

(2,615.75㎡)

(414.34㎡)

(250.81㎡)

土地公社取得年度

土地公社取得元金

－

－

平成17年度

土地公社からの買取額及び買取面積　※１

平成14～15年度

平成15～17年度

平成18年度 平成19年度以降

(1,260.28㎡)

(536.73㎡)

(100.00㎡)

(1,415.44㎡)

(3,290.15㎡)

－

 
 

  (2) 意見 

土地公社からの用地の買取りを３年以内にすべきとしたルールについて

は，平成17年度以降に土地公社への依頼を行ったものに適用することとして

いる。しかしながら，上記公園用地については規模及び金額ともに大きく，

買取りを遅らせることに伴う利子負担や公園用地の管理に係る委託料等の経

費など，本市の財政に与える影響は大きいことから，当該公園用地の早期買

取りに努力するとともに，今後，土地公社への先行取得の依頼に当たっては，

３年以内の確実な買取りを前提とした事業計画を策定されたい。 

また，公園の整備に係る工事については，通知に従い，土地公社からの用

地買取り後に着手することを原則とされたい。 

さらに，土地公社の先行取得の有無にかかわらず，土地取得から整備完了

までに長期間を要している公園については，早期供用による市民の便益の向

上など，有効活用の観点から，早期の整備完了に向け努力されたい。 

 

３ 公園用地の管理について 

  (1) 把握した事実 

   公園台帳とともに保存されていた文書（平成14年４月17日作成）におい

て，１箇所の本件事業対象公園の敷地の一部（実測面積207.1㎡）について，

隣接地の所有者に駐車場等として無断で使用されている可能性が高く，当該
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所有者と，今後，更地での返還か隣接地との交換を前提にした交渉をする必

要があると思料するとの旨の記載がなされていた。しかし，当該文書作成以

降，交渉等は行われておらず，また，このことについての次の担当者への引

継等も行われていなかった（平成19年１月４日現在）。 

 (2) 指摘 

   今後，速やかに当該公園用地の不適切な使用の事実の有無を明らかにする

とともに，不適切な使用の事実があれば，適正に対処されたい。 

 

４ 公園の管理について 

    監査対象公園で，既に整備が終わり供用開始されている 16の公園の実地調

査を行ったところ，ほとんどの公園については概ね管理が行き届いていたが，

一部の公園について以下のような状況が見受けられた。 

 

(1) 施設，設備の破損について 

  ① 把握した事実 

   ア 長丘中公園 

水辺に設置されたウッドデッキの床等が経年劣化などにより破損して

おり，危険な状態であった。 

なお，当該施設については下水道局が所管するものであり，現地調査

後，立入禁止の措置がとられた。 

 

    
 

イ 姪浜明治通り公園 

     水飲み場の蛇口が破損したままになっていた。 




